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＜学校における合理的配慮の観点＞ 

３観点 11項目 

教育内容・方法 

１ 教育内容 

 ・学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

 ・学習内容の変更・調整 

２ 教育方法 

 ・情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

 ・学習機会や体験の確保 

 ・心理面・健康面の配慮 

支援体制 

１ 専門性のある指導体制の整備 

２ 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るための配慮 

３ 災害時等の支援体制の整備 

施設・設備 

１ 校内環境のバリアフリー化 

２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮 

３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 

障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮 

及びその基礎となる環境整備 

障害者権利条約 

（第 24条 教育） 

 個人に必要な合理的配慮 

 (reasonable accommodation) 

障害者基本法 

（第４条 差別の禁止） 

 社会的障壁の除去を必要としている障害者が

現に存し、その実施について必要かつ合理的

配慮がされなければならない。 

障害者差別解消法 

（第７条 行政機関等における障害を理由と

する差別の禁止） 

 障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合におい

て（中略）社会的障壁の除去の実施について

必要かつ合理的な配慮をしなければならな

い。  

学校 

教育基本法 

（第４条 教育の機会均等） 

 従前から行ってきた配慮 

  情報の保障、環境等の配慮、心理面

の配慮、教育指導における配慮 等 

学 校 

個別に必要な合理的配慮 

中央教育審議会初等中等教育分科会 
 

「共生社会の形成に向けたインクルーシ

ブ教育システム構築のための特別支援

教育の推進（報告）」 
 
 障害のある子供が、他の子供と平等に

「教育を受ける権利」を享有・行使する

ことを確保するために、学校の設置者及

び学校が必要なかつ適当な変更・調整を

行うこと。 
 
○ ３観点 11項目 

○ 個別の教育支援計画に明記するのが 

 望ましい。 

○ 観点を踏まえて可能な限り合意形成

を図る。 

 ＜資料編＞ 

法的義務 
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＜合理的配慮の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜合理的配慮と基礎的環境整備の関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基礎的環境整備の例＞ 

  ① ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用 

  ② 専門性のある指導体制の確保 

  ③ 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導     

  ④ 教材の確保 

  ⑤ 施設・設備の整備                                

  ⑥ 専門性のある教師、支援員等の人的配置 

  ⑦ 個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導 

  ⑧ 交流及び共同学習の推進 

Ａさんの 

ための 

合理的 

配慮 

Ｂさんの 

ための 

合理的 

配慮 
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合理的配慮 

（設置者・学校が実施） 

合理的配慮の基礎となる環境整備 

（基礎的環境整備） 


